
マダイ瀬戸内海東部　3. 漁業の管理

言語: Japanese

出版者: 水産研究・教育機構

公開日: 2025-03-19

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 三谷, 卓美, 岸田, 達, 小畑, 泰弘, 若松, 宏樹

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2013894URL



 

 

45

3．漁業の管理 

概要 
管理施策の内容(3.1) 

 小型底びき網漁業(以下、小底)は、兵庫県、香川県、岡山県、和歌山県の各県の資源回復計

画により自主的に休漁等の漁獲努力量削減に取り組み、それらは 2011 年に策定された各県の

資源管理指針に引き継がれた。兵庫県の吾智網、刺網も資源管理指針において休漁に取り組

んできた。香川県、徳島県の小型定置網も資源管理指針において公的な管理のほかに自主的

管理として操業期間の短縮等に取り組んできた。以上のことから小底、吾智網、刺網、小型

定置網はいずれもインプット・コントロールは自主的な取り組みを含めて適切に実施されて

おり、マダイに対する漁獲圧も有効に制御できていると考えられる(3.1.1 5 点)。テクニカル・

コントロールについては、小型魚を採捕する可能性がある小底、刺網、小型定置網について

は公的規制のほかに自主的に再放流サイズを拡大するなど、小型魚保護のための規制に取り

組んでいる(3.1.2 5 点)。マダイは栽培漁業対象種であるが、種苗放流効果を高めるため、漁

業における小型魚保護等に取り組んでいる(3.1.3 5 点)。着底漁具である小底については、瀬

戸内海では藻場、県ごとの保護水面等でのひき網は禁止されており、水産資源の稚魚育成場

となる水面も各県の漁業調整規則等で保護されており、資源、生態系、環境保護のための相

当程度の措置が講じられている(3.1.4.1 4 点)。各県漁業者、漁業者団体は、資源管理指針に

則り水質の保全、藻場及び干潟の保全等により漁場環境の改善に取り組むほか、操業中に入

網した海ゴミの持ち帰り、瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議の開催、森づくり活動、海浜清

掃、海ゴミ削減等に取り組んでいる(3.1.4.2 5 点)。 

執行の体制(3.2) 

 マダイ瀬戸内海東部系群は瀬戸内海東部に分布しているが、複数の県にまたがる資源の管

理は瀬戸内海広域漁業調整委員会が担当するため、生息域をカバーする資源の管理体制が確

立している(3.2.1.1 5 点)。漁船操業の監視は基本的には県の取締当局で実施し、水産庁漁業

取締本部神戸支部は、各県漁業取締船等と連携を図りながら指導取締を行っている。水揚げ

は基本的には地元漁協など、地域の地方卸売市場になされ、漁獲物のサイズの確認等は漁協

職員や漁業者間でなされ得る(3.2.1.2 4 点)。関係省令、各県漁業調整規則、海区漁業調整委

員会指示等に違反した場合、漁業法、各県漁業調整規則の規定により有効な罰則規定が定め

られている(3.2.1.3 5 点)。2011 年に策定された各県の資源管理指針に基づく自主的な資源管

理計画については、PDCA サイクルを着実に実施するため策定後 4 年を経過した次の年度に

内容の適否について資源管理協議会で評価・検証を行うとされ、資源状態に合わせて順応的

に管理施策を更新できる体制が採られている(3.2.2 4 点)。 
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共同管理の取り組み(3.3) 

 各県の小底、吾智網、刺網、小型定置網漁業者は地域の沿海漁業協同組合あるいは漁協支

所に所属し、漁業者が特定できる(3.3.1.1 5 点、3.3.1.2 5 点)。各県の資源管理指針に基づく

資源管理計画では公的な規制を上回る自主規制が策定され、強く働いていることから資源管

理に対する漁業者組織の影響力は強いといえる(3.3.1.3 5 点)。各県漁業協同組合連合会は事

業として購買、共販、流通加工、直販、指導等を行い、また地域の漁業協同組合でも地域ブラ

ンドの立ち上げ等に取り組み、個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を実施し水産資

源の価値を最大化している(3.3.1.4 5 点)。漁業関係者は、県の資源管理指針に基づく自主的

な資源管理計画の履行等に主体的に参画するための活動を行っている(3.3.2.1 4 点)。各漁業

の公的管理を策定する場である各県の海区漁業調整委員会、瀬戸内海広域漁業調整委員会、

さらにマダイを含む魚種について資源管理のロードマップ等を協議する水産政策審議会資源

管理分科会にも漁業者団体代表が主体的に参画している(3.3.2.2 5 点)。海区漁業調整委員会、

瀬戸内海広域漁業調整委員会、各県の海面利用協議会には幅広い利害関係者が参画している。

水産政策審議会資源管理分科会にも幅広い分野からの参画がみられる(3.3.2.3 5 点)。各県の

資源管理指針では、関係漁業者が魚種または漁業種類ごとに自主的に資源管理計画を作成し、

策定後 4 年を経過した翌年度に、資源管理協議会において資源管理措置が適切か否か評価・

検証し、その結果を踏まえ資源管理計画の目標、管理措置の内容等を見直し、漁業者及び関

係団体への周知徹底を図るとされている。このサイクルの中で、漁業者及び関係団体が資源

管理協議会における意思決定のプロセスに参画できていないと思われる(3.3.2.4 2 点)。第 7

次栽培漁業基本計画において、種苗の生産、放流及び育成を推進することが適当な種として

マダイが選定されている県では、受益者の費用負担に関し受益者に応分の負担を求める、あ

るいは受益者から応分の負担を受けることを検討する等とされ、費用負担の検討が行われて

いる段階である(3.3.2.5 3 点)。 

 

評価範囲 
① 評価対象漁業の特定 

 本系群を対象とする主な漁業種類は、小底(兵庫県(瀬戸内海区)、香川県、岡山県、和歌山

県(瀬戸内海区))、吾智網(兵庫県(瀬戸内海区))、刺網漁業(兵庫県(瀬戸内海区))、小型定置網漁

業(香川県、徳島県(瀬戸内海区))であり、これらを評価対象とする。 

② 評価対象都道府県の特定 

 本系群は、①のとおり小底では兵庫県(瀬戸内海区)、香川県、岡山県、和歌山県(瀬戸内海

区)、吾智網漁業と刺網漁業では兵庫県(瀬戸内海区)、小型定置網漁業では香川県と徳島県(瀬

戸内海区)において主に漁獲されている。よって、以上の 5 県を漁業種類ごとの評価対象県と
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して特定する。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、許可及び各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 小底は農林水産大臣が隻数等を枠づけし、大臣が隻数の上限を定める際には関係県知事の

意見を聞かなければならない(改正前漁業法 66 条, 改正後 57 条, 水産庁 2020a)。また、各県

は 2006～2008 年にかけて小型機船底びき網漁業包括的資源回復計画を策定し、自主的に休漁

や(兵庫県 2006, 香川県 2007, 岡山県 2008)、資源状態に応じ減船など(和歌山県 2008)、漁獲

努力量削減に取り組んだ。資源回復計画における各県の自主的な取り組みは、2011 年に策定

された各県の資源管理指針に引き継がれ、それを基に作成される休漁を含む自主的な資源管

理計画として取り組まれてきた(兵庫県 2011, 香川県 2011, 岡山県 2011, 和歌山県 2011)。ま

た、改正漁業法のもとではマダイは特定水産資源ではないが、漁獲努力量の上限を兵庫県で

は 5,167 隻･日(マアジを採捕する漁業)、岡山県で 3,728 隻･日(県下登録隻数の最大値)とされ

ている(兵庫県 2020, 岡山県 2020)。 

 兵庫県の吾智網、刺網は知事許可漁業である(兵庫県漁業調整規則)。刺網については、共同

漁業権区域内の場合は第 2 種共同漁業権行使規則により操業している。兵庫県の資源管理指

針において、吾智網と刺網は休漁に取り組んできた(兵庫県 2011)。 

 香川県と徳島県の小型定置網も県知事許可漁業であるが、共同漁業権区域内では第 2 種共

同漁業権により行使される漁業である。一方で資源管理の効果をより高めるため、資源管理

指針において、公的な管理のほかに自主的管理として地域ごとに操業期間の短縮や(香川県

2011)、定期休漁等(徳島県 2011)に取り組んできた。改正漁業法のもとで、香川県では知事許

可漁業の小型定置網漁業４件、第 2 種共同漁業(桝網)123 件、徳島県では小型定置網漁業 42,362

隻･日が漁獲努力量の上限とされている(徳島県 2020, 香川県 2020)。 

以上のことから、小底、吾智網、刺網、小型定置網では、自主的な取り組みを含めていずれ

もインプット・コントロールが適切に実施されており、本系群の水準・動向が高位、横ばい

であることから(山本･石田 2020)、漁獲圧も有効に制御できていると考えられ、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

小底については、幼稚魚に対する育成場確保の観点から操業禁止区域の設定がなされ、小

型魚保護の観点から全長制限(小型魚の再放流)が制定されており(瀬戸内海漁業取締規則､各

県漁業調整規則)、漁法や漁具の制限も課されている(小型機船底びき網漁業取締規則､香川県
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漁業調整規則､岡山県海面漁業調整規則､岡山海区漁業調整委員会指示など)。ただし、瀬戸

内海漁業取締規則による小型魚の採捕禁止は 0 歳魚が最も多獲される 10 月以降には適用さ

れていないという問題が指摘されている(島本 1999)。自主的な取り組みとして 2006 年以降

の資源回復計画では、小型魚の再放流サイズの拡大、袋網の目合い拡大、小型魚逃避漁具の

導入、船上での生残率向上のためシャワー設備等の改良等が取り組まれ(兵庫県 2006, 香川

県 2007, 岡山県 2008, 和歌山県 2008)、2011 年以降は各県資源管理指針に引き継がれた。 

 刺網については、資源管理指針において自主的措置として漁獲物制限(再放流サイズの拡大)

と漁具制限に引き続き取り組むこととされている(兵庫県 2011)。小型定置網についても、資

源管理指針において小型魚保護のため、各地域の実情に応じた漁獲サイズの制限が設けられ

ている(香川県 2011, 徳島県 2011)。吾智網のテクニカル・コントロールについては資源管理

指針では触れられていないが(兵庫県 2011)、これは吾智網が大型魚(1 歳魚以上)を対象として

おり(島本 1999)、目合いが元々大きいためと考えられる。以上より、育成場の保護や小型魚

保護等の観点から、必要とされる漁業には公的あるいは自主的なテクニカル・コントロール

が導入されていると考えられるため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コントロ

ールの施策が全く導入

されていない 

. テクニカル・コントロ

ールの施策が一部導入

されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 国の作成した水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針では、

マダイは広域プランに基づく広域種の種苗放流推進の対象種となっている(農林水産省 2015)。

しかしながら瀬戸内海東部では兵庫県と和歌山県を除いて、すでに第７次栽培漁業基本計画

の対象魚種ではない。兵庫県では、資源管理との連携を強化し、資源造成型栽培漁業の推進

を目指すことが計画に唱えられている(兵庫県 2016)。和歌山県では栽培漁業の対象種は資源

管理計画を踏まえて選定されており、放流した水産動物が漁獲サイズに達するまで適切な資

源管理を行うよう関係者を啓発指導するとされている(和歌山県 2016)。瀬戸内海ではほかの

海区にはみられない農林省令(瀬戸内海漁業取締規則)によって 0 歳魚の漁獲規制が明文化さ

れている。ただし 0 歳魚が最も多獲される 10 月以降については触れられておらず、業界の自

主的な資源管理計画では全国で最も小さいサイズの規制となっている(島本 1999)。本資源で

の放流効果は不明とされるものの対象資源が現状では高位水準であることから(山本･石田 

2020)、5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 評価対象 3 漁法のうち、吾智網と小型定置網は着底漁具ではないため、海底環境への影響

は軽微であると考えられる。着底漁具である小底については、瀬戸内海では藻場等でのひき

網は禁止されているが(瀬戸内海漁業取締規則)、さらに各県で以下の取り組みが見られる。兵

庫県漁業調整規則では保護水面及び稚魚育成漁場を指定し、水産動植物の採捕禁止や幼稚魚

の保護に努めている(兵庫県 2006)。香川県では水産資源保護法に基づく保護水面と県漁業調

整規則に基づく水産資源保護培養海域が設定されており、これらの海域ではすべての水産動

植物の採捕を禁止している。沿岸域では、ガラモ場の造成を推進し水質環境の改善と水産資

源の培養のための漁場保全事業を行っている(香川県 2007)。岡山県では産卵場、幼稚魚や成

魚の保護等の施策として、岡山県海面漁業調整規則で保護水面や小型機船底びき網漁業禁止

区域を指定し、水産動植物の採捕禁止や幼稚魚の保護に努めている(岡山県 2008)。以上のと

おり小底について、瀬戸内海漁業取締規則による規制以外にほとんどの県で資源、生態系、

環境保護のための相当程度の措置を講じていることから、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 漁業者自らの活動であるが、生態系・環境の保全・修復活動については、兵庫県、香川県、

岡山県の資源管理指針では、漁業者が水質の保全、藻場及び干潟の保全及び造成、森林の保

全及び整備等により漁場環境の改善にも取り組む必要があるとされ(兵庫県 2011, 香川県 

2011, 岡山県 2011)､徳島県でも漁場の環境保全に取り組むとされている(徳島県 2011)。それ

以前にも岡山県は漁業者が操業中に入網した海ゴミの持ち帰りを推進し、その保管場所とし

て 1982 年に日生町漁協で海ゴミ回収ボックスを設置したが、2004 年から漁港内にゴミステ

ーションの設置を進め、日生町漁協を含め 7 漁協 13 カ所で海ゴミの持ち帰りが実施されてい

る(岡山県 2008)。兵庫県漁連では豊かな海の再生を目指して瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会

議の開催、森づくり活動、要望活動が行われている(兵庫県漁業協同組合連合会 2020)。徳島

県漁連においては海浜清掃や海ゴミ削減への会合への参画等を実施しており(徳島県漁業協
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同組合連合会 2019, 2020a)、香川県漁連では海浜清掃や植樹活動に取り組んでいる(香川県漁

連 2020a, b)。和歌山県漁連では漁民の森づくり活動への参加、家庭排水浄化運動の開催等に

取り組んでいる(和歌山県漁連 2016a)。以上のとおり、漁業者の手による生態系の保全・再生

の活動が各県で取り組まれているため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本系群は瀬戸内海東部(和歌山県, 徳島県, 大阪府, 兵庫県, 岡山県, 香川県(備讃瀬戸), 徳

島県)を生息域としている(山本･石田 2020)。本系群を主に漁獲している小底、吾智網、刺網、

小型定置網は、いずれも知事許可あるいは第 2 種共同漁業権行使規則に基づき営まれている

ため管理の主体は各府県となる。複数の県にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行う

ことを目的に、2001 年の漁業法の改正により国の常設機関として広域漁業調整委員会が設置

され、瀬戸内海海域は瀬戸内海広域漁業調整委員会がカバーすることとなった(水産庁 2020f)。

また、小型機船底びき網漁業については瀬戸内海漁業調整事務所、水産庁管理調整課が指導、

監督している(瀬戸内海漁業調整事務所 2020, 水産庁 2020g)。このため、生息域をカバーす

る資源の管理体制が確立していることから 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分であるが、

生息域をカバーする管理

体制がある 

. 生息域をカバーする

管理体制が確立し機

能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 小底、吾智網、刺網のような漁船漁業の操業監視は、基本的に県の取締当局で実施してい

る。水産庁漁業取締本部神戸支部(瀬戸内海漁業調整事務所)は、漁業取締船「白鷺」、「みかげ」

及び航空機を配備し、各府県漁業取締船等とも連携を図りながら主に瀬戸内海の指導取締を

行い違反操業の摘発も行っている(たとえば､水産庁漁業取締本部神戸支部 2020)。休漁・操業

時間・漁具制限など、資源管理計画に基づく資源管理措置の履行確認は各府県に設置した資

源管理協議会が行っている(兵庫県 2011, 香川県 2011, 岡山県 2011, 和歌山県 2011, 徳島県 

2011)。水揚げは基本的には地元漁協など、地域の地方卸売市場になされ、漁獲物のサイズの
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確認等は漁協職員や漁業者間でなされている。このため公的な監視とともに漁業者団体等に

よる「とも監視」が行われる体制は整っていると考えられるが、十分に機能しているか否か

までは確認できなかった。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺な

ど、部分的な監視に限

られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 小型機船底びき網漁業取締規則、瀬戸内海漁業取締規則、各県漁業調整規則、海区漁業調

整委員会指示等に違反した場合、漁業法、各県漁業調整規則の規定により免許、許可の取り

消しや懲役刑、罰金あるいはその併科となる。共同漁業権区域内で操業する刺網、小型定置

網漁業では共同漁業権行使規則の違反者に対する処置が決められている。罰則規定としては

有効と考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 2011 年に策定された各県の資源管理指針に基づく自主的な資源管理計画については、

「PDCA サイクルを着実に実施するため策定後 4 年を経過した次の年度に計画の内容が適切

か否か等について専門的知識を有するもの等が参加する資源管理協議会で評価・検証を行う」

とされている(水産庁 2011, 兵庫県 2011, 香川県 2011, 岡山県 2011, 和歌山県 2011, 徳島

県 2011)。このため、資源状態に合わせて順応的に管理施策を更新できる体制がつくられてい

るが、見直しの期間が 5 年以上で十分か否かについて評価が難しいため、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管理

の内容に反映する仕組みがな

い 

. 順応的管理の仕組みが部

分的に導入されている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 評価対象である各県の小底、吾智網、刺網、小型定置網漁業は県知事許可により操業され
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ており、刺網と小型定置網漁業は共同漁業権行使規則にも基づいているため、漁業者が特定

できる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 評価対象である各県の小底、吾智網、刺網、小型定置網の漁業者は、地域の沿海漁業協同

組合あるいは漁協支所に所属し、それを通じ県漁業協同組合連合会に属している。上部組織

は全国漁業協同組合連合会である。実質上すべての漁業者は漁業者団体に所属しており、5 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 小底については、禁止区域、禁止期間の設定、小型魚の保護等について公的な規制が働い

ているが、2011 年以降策定された各県の資源管理指針に基づく資源管理計画では公的な規制

を上回る規制が自主規制として働いている。自主的な規制が強く働いていることから資源管

理に対する漁業者組織の影響力は強いといえる。吾智網、刺網、定置網についても資源管理

指針で休漁、操業時間短縮等の措置が上げられており(兵庫県 2011, 香川県 2011, 徳島県 

2011)、資源管理措置として実行されていることから、漁業者組織の影響力は強い。以上によ

り、各漁業で漁業者組織は資源管理に強い影響力を有していると評価し、5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しない

か、管理に関する活動を

行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 兵庫県漁業協同組合連合会では、明石浦のもみじ鯛を秋季のプライドフィッシュに設定し、

活け締め、鮮度保持に努めている魚種として推奨している(全国漁業協同組合連合会 2020)。

各県漁業協同組合や漁業協同組合連合会では以下の事業を行っている。兵庫県漁業協同組合

連合会では購買､共販､流通加工､直販､指導(兵庫県漁業協同組合連合会 2020)、香川県漁業協

同組合連合会では販売、共販、加工、購買、指導、運輸(香川県漁業協同組合連合会 2020c)、

岡山県漁業協同組合連合会では購買(漁業用資材､石油類)､販売､加工､指導(岡山県漁業協同組
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合連合会 2020)、和歌山県漁業協同組合連合会では購買(石油､漁業資材)､販売､市場事業､指導

など(和歌山県漁業協同組合連合会 2016b)、徳島県漁業協同組合連合会では購買、販売、冷凍、

加工、指導を行っている(徳島県漁業協同組合連合会 2020b)。また地域の漁業協同組合では、

流通販売体制や競争力の強化(岡山県広域水産業再生委員会 2021)、ひょうごの地魚プロジェ

クト等の推進(兵庫県広域水産業再生委員会･瀬戸内海漁船漁業広域部会 2016)、地域ブランド

立ち上げや直接販売(和海地区広域水産業再生委員会 2016)、鳴門ブランド(鳴門市広域水産業

再生委員会 2017)、新規就労者の確保(香川県広域水産業再生委員会 2021)に取り組んでいる。

以上のとおり各県の漁業者組織は個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を実施し水産

資源の価値を最大化していることから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 各県資源管理指針には、目標、管理措置の漁業者及び関係団体への周知徹底、指針に基づ

く資源管理計画の履行状況の確認等の内容が含まれている。以上のような資源管理計画遂行

のための漁協、漁連内部での会合、県と漁業者代表による資源管理協議会など、漁業管理に

係る外部の会合への参加が必要と考えられ、合わせると会議日数は年間 12 日を越えるのでは

ないかと考えられる。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 知事許可漁業である小底、吾智網、刺網、及び知事に免許された第 2 種共同漁業権に基づ

く小型定置網漁業に関しては、各県の海区漁業調整委員会、瀬戸内海広域漁業調整委員会が

公的管理の主体となる。漁業法の規程により、海区漁業調整委員会の委員の過半数は漁業者

または漁業従事者によることになっており、瀬戸内海広域漁業調整委員会は関係する海区漁

業調整委員会から互選により 1 名ずつ委員が参加することとなっている。これら会議には関

連の漁業関係者代表が参画し、意思決定に関与している。また、マダイを含む魚種について

資源管理のロードマップ等を協議する水産政策審議会資源管理分科会には、全国漁業協同組

合連合会、全国海区漁業調整委員会連合会の役員が委員等として出席している(水産庁 2020b)。

以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 海区漁業調整委員会については、漁業法の規程により学識経験者とともに海区漁業調整委

員会の所掌に属する事項に関して利害関係を有しない者を含まなければならないとされてい

る。広域資源管理を審議する瀬戸内海広域漁業調整委員会には、学識経験者 3 名が大臣選任

委員となっている(水産庁 2020c)。また、各県に設けられている海面利用協議会は、漁業協同

組合員、遊漁、海洋性レクリエーション関係者等から構成され、漁業と海洋性レクリエーシ

ョンとの海面利用について調査検討等が行われている(たとえば､岡山県 2019)。マダイを含む

魚種について資源管理のロードマップ等を協議する水産政策審議会資源管理分科会には、委

員として大学研究者が、特別委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等で組織する労働

組合、水産物持続的利用のコンサルタント等からも参画している(水産庁 2020b)。以上より 5

点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 資源管理指針に従い作成された資源管理計画については、計画(Plan)、実施(Do)､評価(Check)､

改善(Act)の PDCA サイクルを着実に実施することを通じて、漁業や資源を取り巻く状況等に

応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。その評価・検証状況は資源管理計画一覧

に纏められている(水産庁 2020d)。資源管理計画は指針に基づき、関係漁業者が魚種または漁

業種類ごとに、各々の自主的な取り組みを基本として作成することとし、① 策定後 4 年を経

過した翌年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資源の維持･回復等の効

果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき、評価・検証する。② 評

価・検証は、外部有識者(漁業や資源管理についての専門的知識を有する者等)が参加する資源

管理協議会が実施する。③ 指標は、対象魚種の資源量や CPUE の経年的な動向を基本とし、

現時点で資源量や CPUE の把握が難しい魚種や漁業種類についても、漁獲努力量及び漁獲量

等の経年的な変化を組み合わせた定量的な資源動向を把握できるよう必要なデータ収集・蓄

積等の体制整備を図る。④ 評価・検証の結果を踏まえ、資源管理計画の目標、管理措置の内

容等の見直し、改善を図るとともに、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹

底を図るとされている(水産庁 2011)。無論、計画に参画している漁業者は結果の自己評価・

検証を行うであろうし、資源管理・漁業経営安定対策のためにも外部からの参画が必要であ
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ろうが、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体が資源管理協議会における評価・検証、

目標や管理措置の見直しに参画できておらず、PDCA サイクルを回す本来の趣旨に沿ってい

ないのではないかと危惧される。このため、特定の関係者の機構において協議は十分に行わ

れていないと評価し、2 点を配点する。なお、資源管理計画は自主的管理をより効果的なもの

とするために資源管理協定に順次移行することとなっている(水産庁 2020e)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 第 7 次栽培漁業基本計画において、種苗の生産及び放流並びにその育成を推進することが

適当な水産動物の種類としてマダイが選定されている県では受益者の費用負担に関し、受益

者に応分の負担を求める(兵庫県 2016)、受益者から応分の負担を受けることを検討等とされ

(和歌山県 2016)、費用負担の検討が行われている段階である。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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